
土地引渡し・操業開始までのスケジュール 

 

① 買受申込書提出 買受申込書は、随時受け付けています。 

 

② 買受申込書の審査 

審査結果通知 

買受申込書を受付後、企業誘致選定委員会で審査し、その結果を申込

者に通知します。 

 

③ 留意事項説明 

土地の境界確認 

売買土地の留意事項（契約内容等）の説明及び売買土地の境界確認を

実施します。 

 

④ 土地売買仮契約の締結 市議会の議案に該当した場合、土地売買仮契約を締結します。 

 

⑤ 市議会の議決 
議案に該当した場合、議決を得ることにより、土地売買仮契約は本契

約の効力を生じます。（議決証明書の交付） 

 

⑥ 土地売買契約の締結 議案に該当しない場合、④ ⑤を省略し、土地売買契約を締結します。 

 

⑦ 契約保証金の納入 

市が発行する納入通知書により、市の指定する期日までに、土地売買

代金の 10 分の 1 に相当する契約保証金を一括して納入していただき

ます。 

 

⑧ 売買代金の納入 

市が発行する納入通知書により、市の指定する期日までに、契約保証

金を除いた土地売買代金を一括して納入していただきます。（売買代

金を完納したとき、土地の所有権は市から買受人へ移転します。） 

 

⑨ 所有権移転登記 

土地の引渡し 

土地売買代金の完納確認後、市は速やかに売買土地を引き渡すととも

に、所有権移転及び 10 年間の買戻し登記を嘱託します。登記に要す

る費用は、土地売買契約を締結した企業の負担となります。 

 

⑩ 操業開始 
売買土地の所有権移転日から 5 年以内に操業を開始していただきま

す。 

 


